
問題行動・事故に関する危機管理 

問題行動・事故の発生 

予測と防止 

プロジェクトチーム招集 

緊急職員会議 

職員会議 

情報・予測される事態から危機を回避するように努める 

連絡先（児童・保護者）の確認 

管理職に報告 

教育委員会・関係校への連絡 

現場での事実確認 

救急車の手配 

５W１Hで行う。 

緊急の場合は，まず「いつ」「どこで」 

「誰が」「何を」 

生徒指導主事が中心となり組織的に対応 

（管理職・教務主任・生徒指導主事・担任） 

（情報の収集・整理・共有） 

事実確認 複数の教員で対応 

当該児童が複数の場合は，個別に聞く。 

１回で聞き取る。   

（事故の報告・校長の指示） 

問題の背景分析 

課題の根本的な解決 

（生徒指導体制の見直し・教育相談体制の見直し） 

 
該当児童への指導 

保護者との連携 

関係児童への指導 

保護者との連携 
関係諸機関との連携 教育委員会との連携 

全校児童への指導 PTA 役員との連携・保護者会等の関係 

プライバシーを守る。 

被害児童及び保護者等の了解を取って行う。 

プロジェクトチームで今後の対応・方針を検討 教育委員会に事故報告を提出 

個 現場 


